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地域医療構想の策定に伴う岩手県保健医療計画の見直しについて（答申） 

 平成 27年４月 27日付け医政第 137号により諮問された医療法（昭和 23年法律第

205号）第 30条の４第２項第７号の規定により、医療計画を変更し、地域医療構想

に関する事項等を定めることについて、別添のとおり答申します。 


